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【資料 １ 】物件概要書（旧そごう呉店／譲渡対象物件） 

【資料 ２ 】測量関係資料（旧そごう呉店／譲渡対象物件） 

【資料 ３ 】構造設計図（旧そごう呉店／解体対象物件） 

【資料 ４ 】物件概要書（呉駅西中央ビル／任意提案対象物件） 

【資料 ５ 】施設概要書（呉駅西駐車場等／任意提案対象施設） 

【資料 ６ 】基本協定骨子 

【資料 ７ 】市有財産の譲渡対象の考え方 

【資料 ８ 】公益機能等の概略要求水準（参考） 

【資料 ９ 】Ｂゾーン土地の最低制限価格及び公益機能等の買取見込価格の考え方 

 ※ そのほか，エントリーした応募者には，エンジニアリングレポート等を提供します。 

 

 



住 居 表 示 呉市西中央一丁目１番１号

地 目 宅地

地 積 ８筆 敷地面積　 5,650.14㎡ 所有者　呉市

形 状 等 不整形（L字型）　（間口約90ｍ，奥行約70ｍ）

１棟 建物名称 呉駅前西開発ビル 　

構造

床 面 積 31,880.17㎡（登記簿）

34,150.78㎡（確認申請）

建築年月 平成２年３月

所有者 呉市

専有面積

幅員約４０ｍの国道に接面（敷地の北側），幅員約２０ｍの市道に接面（敷地の南側）

幅員約１２ｍの市道に接面（敷地の西側）

広島圏都市計画区域　市街化区域（商業地域：建ぺい率80％，容積率600％）

高度利用地区 駐車場整備地区

景観計画区域（呉・川尻・安浦地域）　呉中央景観づくり区域

宅地造成工事規制区域：規制区域外

土砂災害防止法による区域：外

呉市屋外広告物条例：合計で10㎡を超える屋外広告物を設置する場合は許可が必要

開発区域の面積が1,000㎡を超える場合は許可が必要

使用前には必ず上下水道局に協議をお願いします。

都市ガス 可

物 件 概 要 書 （旧そごう呉店／譲渡対象物件）

所 在 及 び 地 番    呉市西中央一丁目　１番１，１番２，１番３ ，１番４，１番５，１番６，２番５，１００２番２

土 地 所 在 図

接面道路の幅員

下水道 

受益者負担金　賦課済み
接道の下水道管埋設状況　南側市道内及び西側市道内に埋設
公共ますの設置状況　２箇所（南側市道内及び西側敷地内に設置）
※位置は現地で要確認
使用前には必ず上下水道局に協議をお願いします。

上水道

供 給 施 設 等 の
引 込 み の 可 否

引込あり（φ150ｍｍ×1水栓，φ25ｍｍ×1水栓）

用 途 地 域 等

防火地域

※　現在は敷地内引込はありません。
電   気 可

　※　本譲渡対象物件に係るエンジニアリングレポート及び土壌汚染報告書（いずれも，本物件
　　の前管理者である呉駅前西再開発ビル管理組合において平成28年に徴し，本物件の買取りに
　　伴い呉市が当該資料を引き継いだもの）について，本プロポーザルのエントリー事業者に対
　　し，別途提供します。

鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付８階建   

建　　　　　　　物

23,307.48㎡

※　使用前に必ず電力会社等と協議をお願いします。

１階 3,896.54 ㎡
２階 3,882.34 ㎡
３階 4,214.21 ㎡
４階 4,270.30 ㎡
５階 4,269.88 ㎡
６階 4,273.15 ㎡
７階 4,271.84 ㎡
８階 2,075.95 ㎡

地下１階 725.96 ㎡
計 31,880.17 ㎡

延床面積（各階）

旧そごう呉店

（譲渡対象物件）
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k326

k18

k301

k322

k323

k31

k2

k328

k324

k325

k288

k307

k306

k310

k312

k292

k297

座標ﾃﾞｰﾀ

なし

座標ﾃﾞｰﾀ

なし

座標ﾃﾞｰﾀ

なし

座標ﾃﾞｰﾀなし

呉市

実測・公募とも

2,837.66㎡

呉市

実測・公募とも

776.71㎡

呉農業協同組合

公募 681.40㎡

呉農業協同組合

公募 1,074.27㎡

呉市

公募 132.36㎡

呉市

公募 186.04㎡

呉市

公募 103.04㎡

呉市

公募 147.08㎡

測量関係資料（旧そごう呉店／譲渡対象物件）

■ この資料は，航空写真と公図界の概ねの重ね図に，

・ 実測又は公簿上の面積

・ 法務局に測量図を備え付けている場合は，座標の点名

を記載したものです。

■ 距離・縮尺 及び 土地の形状，座標データ等については，

応募者において法務局で確認してください。

【凡例】

●・・・測量図がある土地の座標点

●・・・測量図がない土地の座標点

呉市西中央１丁目地内
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構造設計図（旧そごう呉店／譲渡対象物件）

■ この資料は，呉駅前西地区第１種市街地再開発事業に係る補助金の

交付決定に際し，呉市が行政情報として取得・保有する建物図面です。

■ 建築後の増築等については，本図面には反映されていません。

資料 ３

















































































































































住 居 表 示 呉市西中央一丁目３番３１号

所 在 及 び 地 番

地 目 宅地及び雑種地

地 積 ２筆 敷地面積　 425.26㎡

所有者 呉市

形 状 等 ほぼ整形（間口約14ｍ，奥行約30ｍ）

鉄骨造地上7階塔屋1階

延床面積　2,531.44㎡

※確認申請に係る数値

H2.3 新築

幅員約３６ｍの国道に接面（敷地の北側）

幅員約１２ｍの市道に接面（敷地の東側）

広島圏都市計画区域　市街化区域（商業地域：建ぺい率80％，容積率600％）

景観計画区域（呉・川尻・安浦地域）　呉中央景観づくり区域

宅地造成工事規制区域：規制区域外

土砂災害防止法による区域：外

呉市屋外広告物条例：合計で10㎡を超える屋外広告物を設置する場合は許可が必要

使用前には必ず上下水道局に協議をお願いします。

電   気 可

都市ガス 可

位 置 図

物 件 説 明 書  （呉駅西中央ビル／任意提案対象物件）

呉市西中央一丁目３番１１，２００２番１

建　物　

接面道路の幅員

用 途 地 域 等

防火地域

駐車場整備地区

供 給 施 設 等 の
引 込 み の 可 否

上水道
引込あり（φ40ｍｍ×1水栓）

下水道 

受益者負担金　賦課済み
接道の下水道管埋設状況　東側市道内に埋設
公共ますの設置状況　1箇所（東側敷地内に設置）
※位置は現地で要確認
使用前には必ず上下水道局に協議をお願いします。

　  階

 屋上 35.88 ㎡

　2～7階 358.38 ㎡

　1階 345.28 ㎡

一棟全体 2,531.44 ㎡

(共用部分含む）

各階床面積 
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施設概要書（呉駅西駐車場等／任意提案対象施設） 

【全体建物】 

所在地 呉市宝町１番１０号 

構造・規模 鉄骨造，８階建て 

延べ面積 約２０，７４５．３４㎡ 

管理区分 以下の管理区分による複合施設 

(1) 公の施設として指定管理者が管理（令和７年３月３１日まで） 

・ 呉駅西駐車場       ３階から８階まで 

・ 呉駅西自転車等駐車場   ２階 

(2) その他直営管理 

・ バスプール        １階 

・ 呉駅西共同ビル事務棟部分 １階から８階まで 

(1) 呉駅西駐車場（全体建物のうち，３階から８階までの部分（事務棟部分を除く）） 

設置目的 呉市駐車場条例により設置する公の施設（公共駐車場） 

設置年月日 平成２年２月２０日 

構造・規模 延べ面積  １２，０２７．９９㎡ 

構造・規模 鉄骨造，８階建てのうち３階から８階までの部分，６層自走式 

収容台数  ４８１台 

その他施設 管理事務室，エレベーター 

利用状況 利用台数 平成２８年度 １４６，８３６台（４０１台／日） 

平成２９年度 １５０，３０１台（４１０台／日） 

平成３０年度 １５９，８３６台（４３６台／日） 

令和元年度  １６６，３４１台（４５４台／日） 

令和２年度  １５８，８２２台（４３５台／日） 

※ 附置義務駐車場等として確保可能な駐車区画数は，最大約１００区画程度を想

定。実際に確保する区画数は，実施事業者と呉市が別途に協議して定める。 

供用日 １月１日から１２月３１日まで 

供用時間 午前零時から午後１２時まで 

使用料 ア 一時利用 

【午前６時 30 分から翌日の午前１時まで】 

30 分までごとに 100 円。 

ただし，連続して７時間 30 分以上駐車したときは，1,500 円を限度とする。 

【午前１時から午前６時 30 分まで】 

１時間までごとに 100 円。 

ただし，連続して５時間以上駐車したときは，500 円を限度とする。 

イ 回数駐車券 

【100 円券  12 枚綴り】1,000 円 

【100 円券 100 枚綴り】 10 冊から 49 冊まで 8,000 円（7,000 円）×冊数 

50 冊から 99 冊まで 7,800 円（6,000 円）×冊数 

100 冊以上          7,500 円（5,000 円）×冊数 

※ 平成 22～令和 3 年度は（ ）内の金額で販売 

※ 回数券は以下の施設で共通利用可能 

蔵本駐車場，呉駅西駐車場，本通駐車場，中通パーキング・メーター， 

入船山公園駐車場，きんろうプラザ駐車場  

資料 ５ 
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ウ 定期駐車券 

【全日定期券】１か月（0：00～24：00） 

       ・ 1 枚～ 9 枚 16,000 円 

        ・10 枚～29 枚 14,000 円 

        ・30 枚以上   12,000 円 

【平日定期券】１か月（平日の 0：00～24：00 及び休日（その前日が平日で

ある場合に限る）の 0：00～8：30） 

       ・ 1 枚～ 9 枚 14,000 円 

        ・10 枚～29 枚 12,000 円 

        ・30 枚以上   10,000 円 

※ 現在（令和３年７月），一月当たりの定期券の発行枚数は，全日定期券にあ

っては１１２枚／月，平日定期券にあっては２１０枚／月である。（令和２年

度における一月当たりの定期券発行枚数は，全日定期券１４８枚／月，平日定

期券１７１枚／月である。） 

特記事項 
(1) 前提条件 

ア 本施設は，公の施設として呉市が設置したもので，令和７年３月３１日ま

での間，指定管理者が管理している。附置義務駐車場として活用するに際し

ては，呉市との協議が整い，及び関係条例の改正等に係る議会の議決を得る

ことが前提条件となる。 

イ 上記前提条件を満たさないこととなった場合には，実施事業者において別

途に附置義務駐車場等を確保すること。 

(2) 商業施設の附置義務駐車場としての活用について 

本施設を商業施設の附置義務駐車場として活用する場合は，回数駐車券の購

入による手法等が想定される。応募者は，附置義務駐車場として活用する区画

数（最大約１００区画程度を想定）や，手法の概略を提案すること。 

(3) マンションの附置義務駐車場としての活用について 

 本施設は，現在の構造・利用形態では，自動車保管場所証明書（車庫証明）

に係る自動車保管場所として活用することを想定していないため，マンション

の附置義務駐車場としての活用は原則として不可とする。 

(4) その他 

前２号のほか，応募者は，本施設の活用について任意に提案することができ

る。詳細は，事業協力者として選定された後に呉市と協議するものとし，プロ

ポーザル時には，活用内容や手法の概略を提案すること。 
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(2) 呉駅西自転車等駐車場（全体建物のうち，２階部分） 

設置目的 呉市自転車等駐車場条例により設置する公の施設（公共自転車駐車場） 

設置年月日 昭和６３年４月８日 

構造・規模 延べ面積  ２，７０３．１５㎡ 

構造・規模 鉄骨造，８階建てのうち２階部分，平面１層自走式 

収容台数  １，４００台（自転車７１０台・バイク６９０台） 

その他施設 管理事務室 

利用状況 利用台数 平成２８年度 ８９，５９８台（２４６台／日） 

平成２９年度 ８６，５５７台（２３８台／日） 

平成３０年度 ８８，１０２台（２４２台／日） 

令和 元 年度 ７９，０９８台（２１７台／日） 

令和 ２ 年度 ６８，０１９台（１８７台／日） 

供用日 １月２日から１２月３１日まで 

供用時間 午前４時５０分から翌日の午前１時５分まで  

使用料 
自転車 定期利用 １，５００円／月 

    一時利用   １００円／１日１回 

バイク 定期利用 ２，０００円／月 

    一時利用   ２００円／１日１回 

特記事項 (1) 基本的な考え方 

公共駐輪場として十分な容量があり，現状の利用形態でも，新たに整備する

複合施設に来訪する利用者の駐輪場として十分に機能するものと想定してい

る。 

(2) その他 

特に希望する場合は，応募者は，本施設の活用について任意に提案すること

ができる。詳細は，事業協力者として選定された後に呉市と協議するものとし，

プロポーザル時には，活用内容や手法の概略を提案すること。 

 

 



基本協定骨子 

 本プロポーザルで選定された事業協力者（候補者）と呉市は，呉駅周辺地域総合開発（第１期）の事業協

力に関し，次の必須記載事項その他必要な事項について，基本協定を締結するものとします。 

１ 協定の目的 

本プロポーザルで事業協力者として当該事業者が選定されたことを確認し，事業協力の円滑な実

施に必要な事項を定めることを目的とする。 

２ 事業協力の期間 

事業協力の期間は協定締結日から実施事業者選定に係るプロポーザル募集要項を公表する日の前

日までの間とする。 

３ 事業協力の履行 

(1) 当該事業者は，信義に従い誠実に呉市に対する事業協力を行うものとする。 

(2) 当該事業者は，本募集要項「第１ 事業協力者募集の概要」中「４(2) 事業協力者が実施事業者

に移行する場合について」に定めるところにより，呉市において事業協力者を関連契約の相手方と

して選定することとなった場合には，信義に従い誠実に，当該契約の締結に向けた手続及び協議を

行わなければならない。 

４ 役割分担 

呉市及び当該事業者は，概ね次の役割を果たすものとする。 

(1) 当該事業者は，民間開発事業者としての観点から，本総合開発の目的に資すると思料される事

項について，検討及び提案を行う。 

(2) 呉市は，地方公共団体の観点から，前号の提案の採否について検討・判断を行う。 

(3) 呉市及び当該事業者は，前２号の検討を連携・協力して行う。 

(4) 検討内容に関する国その他関係者への報告及びこれに関する協議，関係会議への付議，検討結

果の公表等は，呉市が行い，当該事業者はそのための資料作成業務，準備業務，支援業務等を行う。 

(5) 資料作成業務，準備業務，支援業務等については，別に定めるところにより，呉市及び当該事業

者において予算の範囲内で業務委託契約を締結するものとする。 

５ 協定の解除 

次に該当するときは，本協定を解除する。 

(1) 協定の定めに違反したとき。 

(2) 当該事業者が，本募集要項「第３ 提案に関する事項」中「２ 前提条件」に定める事項につい

て変更を求める行為その他本事業協力の目的に違背する行為を行ったとき。 

６ 権利義務の承継 

当該事業者は，呉市の書面による承諾を得た場合を除き，本協定上の地位等を第三者に承継させ，

又は譲渡し，若しくは分割することはできない。 

７ 裁判管轄 

 専属的合意管轄裁判所は，広島地方裁判所とする。 

※ 上記の必須記載事項のほか，秘密保持，紛争の解決その他必要な事項に関して規定します。 

  協定書案は呉市が作成し，当該案を基に，当該事業者の提案内容を踏まえ，合理的な範囲内

で呉市と当該事業者が追加事項等について協議した上，協定書を作成・締結します。 

 

資料 ６ 



ＧＬ

ＧＬ

【既存建物】
無償譲渡対象
（民間主体で解体）

【西側土地】
無償譲渡対象

【東側土地】
有償譲渡対象

【西側土地】
無償譲渡対象

【東側土地】
有償譲渡対象

平面図

立面図

立面図

民間 民間 国

共有１ 共有２

民間

民間

国

市

民間

Cゾーン Bゾーン Aゾーン

約２，０００㎡

ＧＬ

【既存建物】
無償譲渡対象
（民間主体で解体）

立面図

（民間主体で解体）

（民間主体で解体）

ＧＬ

民間

民間

(1) 土地の無償譲渡及び既存建物の解体

(2) 土地の無償譲渡（最低制限価格の設定上，無償譲渡として算定する部分）

(3) 土地の有償譲渡（最低制限価格の設定上，有償譲渡として算定する部分）

無償全部譲渡

約８００㎡
無償持分譲渡

約２，８００㎡
有償持分譲渡

(4) 整備後のイメージ

１ 民間開発事業者に対する譲渡の対象となる市有財産（旧そごう呉店の土地及び建物）の取扱い上の区分

２ 民間開発事業者に対する市有財産（旧そごう呉店の土地及び建物）の譲渡条件

・ 西側土地のうちＣゾーンに相当する部分約２，０００㎡は，既存建物（旧そごう呉店建物）を民間主体で解
体することを条件に，呉市が実施事業者※に無償で譲渡します。

※ 「実施事業者」とは，応募者が本総合開発の実施に至ることを想定した場合における当該者（グループ
にあってはその構成員のいずれかの者）をいいます。

・ 詳細は事業実施段階における協議によりますが，解体撤去の完了を停止条件とする条件付土地無償譲渡契約
を締結し，解体段階では土地を無償で貸し付けることを想定しています。

・ 西側土地のうちＢゾーンに相当する部分約８００㎡については，無償持分譲渡の対象として取り扱います。
したがって，Ｂゾーン土地の有償譲渡に係る最低制限価格の算定上は，当該部分を除外します。

・ 事業実施段階における契約実務上は，当該部分を分筆して無償で持分譲渡とするか，Ｂゾーン全体を合筆し
て無償持分譲渡の対象部分を含めて有償で持分譲渡とするかについて，民間の整備計画を踏まえ，協議の上，
柔軟に対応します。（実施事業者が呉市に支払う土地代金の総額は，(3) の有償持分譲渡に係る土地代金のみ
であり，変動はありません。）

・ また，当該部分は，マンション居住者用の賃貸駐車場等として活用される場合や，商業，業務等機能又はそ
の付属駐車場等として活用される場合など，複数の用途が想定されます。したがって，事業実施段階における
民間の整備計画を踏まえ，実施事業者がグループである場合にいずれの構成員に持分を譲渡するかについて，
協議の上，可能な範囲で柔軟に対応します。

・ 募集要項「第３ 提案に関する事項」中「２ 前提条件」の「(1) ア Ｂゾーンの土地の譲渡条件」に定め
るとおり，Ｂゾーンの土地は有償譲渡することを前提条件としていますが，最低制限価格の算定上は，(2) の
無償持分譲渡の対象部分を除いた左図の部分のみを対象に算定しています。

・ 最低制限価格の算定に係る詳細は「資料１０ Ｂゾーン土地の最低制限価格及び公益機能等の買取見込価格
の考え方」を参照してください。

・ Ｂゾーンの土地は，事業実施段階において，民間整備計画が確定した時点で，民間が所有することとなる建
物区分所有権の敷地権に相当する土地共有持分について，譲渡契約を締結します。

・ 実施事業者が呉市に支払う土地代金を(3) の有償持分譲渡に係る土地代金とすることを不動の条件として，
(2) のとおり，無償持分譲渡の対象となる部分の契約・登記の実務上の取扱いについては，事業実施段階にお
ける民間整備計画を踏まえ，協議の上，可能な範囲で柔軟に対応します。
（左図の共有１に係る民間持分と共有２に係る民間持分とを別途に契約することも，併せて契約することも可
能です。）

資料７
市有財産の譲渡対象の考え方

約２，０００㎡ 約２，８００㎡約８００㎡

約２，０００㎡ 約３，６００㎡

ＧＬ

【既存建物】
呉市所有

【土地】呉市所有

現 状 の 権 利 関 係

現状では，旧そごう呉店の土地及び建物は，
呉市が単独で所有しています。

・ そごう呉店跡地に係る開発ゾーンは，整備後において国・呉市の権利が介在しない範囲（Ｃゾーン）に着目
し，募集要項４ページのとおりＢゾーン及びＣゾーンに区分していますが，市有財産の有償譲渡・無償譲渡に
係る取扱い上は，左図のとおり，Ｌ字型の土地形状を長方形で２分割する「西側土地」と「東側土地」に区分
します。

【留意事項】
本資料における面積及び形状等は，プロポーザル実施上の概数及びイメージであり，最終的な整備内容を確定するものではありません。
最終的な整備内容は，事業実施段階において，民間整備の内容を踏まえ，国，呉市及び実施事業者で協議を行った上で決定します。

国 市民間

民間



 

 

 

 

 

 

公益機能等の概略要求水準（参考） 

 

 

 

 

【 本資料の位置付け・留意事項 】 

・ 本資料は，事業協力者又は実施事業者の選定後において，事業協力者又は実施事業者と

呉市において，複合建物や呉駅交通ターミナルの仕様，構造等を踏まえながら，公益機能

の導入等について協議する際の叩き台とすることを目的として，呉市において作成したも

のである。したがって，本書において「実施事業者」とは，適宜，「応募者」又は「事業協

力者」と読み替えて提案に当たっての参考とすること。 

・ 公益機能及び複合建物全体の仕様，構造等は，今後，国において決定する呉駅交通ター

ミナルの仕様，構造等に大きく左右されるものであるため，本資料に掲載した内容は現時

点での想定であり，確定した内容ではない。したがって，応募者が本プロポーザルにおい

て提案するに際しては，本資料を基本にしつつも，必ずしも厳密に細部にわたり本資料に

適合した提案であることを要しない。 

・ 最終的な公益機能の規模・内容の詳細は，事業実施段階において呉市と実施事業者が協

議の上，呉市が必要と認めて定める要求水準によるものとし，当該部分の建物の区分所有

権は，呉市において鑑定評価を徴し，正常価格により呉市が買い取ることを想定するもの

とする。なお，当該区分所有割合に対応する土地の所有権（共有持分）は，呉市において

引き続き保有するため，呉市による買取りの対象となるのは当該部分の建物の区分所有権

のみとする。 

 

  

資料 ８ 



1 

 

第１ 総則 

 

１ 複合建物の整備要件 

 公益機能が複合建物に導入されることを踏まえ，Ｂゾーンに位置する複合建物については，概

ね次の事項を整備要件とする。 

(1) 基本的な整備方針 

ア 関連計画との適合性 

「呉駅周辺地域総合開発に関する提言（平成３１年３月）」，「呉駅周辺地域総合開発基本

計画（令和２年４月）」，「国道３１号等呉駅交通ターミナル整備事業計画（令和３年３月）」，

「交通拠点の機能強化に関する計画ガイドライン（令和３年４月）」に記載の内容を踏まえ

ること。 

ターミナル利用者の利便性に資する，まちなか居住に必要な機能を備えた，賑わいを創造

する施設整備とすること。 

イ スマートシティの実現と持続可能な社会構築に寄与する施設整備 

(ｱ) スマートシティの構築に向け，IoT，AI等の活用により，すべてのひと・モノ・情報が

つながる社会「Society5.0」の実現に向けた先駆的サービスが展開される次世代のまちづ

くりに資する施設整備を目指すこと。 

(ｲ) 持続可能な社会の構築に向け，以下に例を示す地球温暖化対策に留意した対策を検討

すること。また，持続可能性評価についてはＣＡＳＢＥＥの自主評価（ＣＡＳＢＥＥ評価

員として登録された者による自主評価をいう。）を行うものとし，少なくともＢ＋ランク

程度，目標としてＡランク程度に適合する施設整備とすること。 

【エネルギー使用の合理化】建築物の熱負荷低減，再生可能エネルギーの使用，省エネル

ギーシステム，運転制御などの効率的運用など 

【資源の適正利用】リサイクル材の使用，廃棄物の資源化，建物長寿命化，水循環など 

【自然環境の保全】緑化，水循環など 

ウ 防災対策に留意した施設整備 

(ｱ) 駅前である本施設の立地を考慮し，以下に例に示す災害時の建物機能や自立性を考慮

した計画とすること。 

・ 本施設内共用部を活用し，又は本施設内テナントや周辺施設と連携しながら，災害時

の帰宅困難者（ピーク時５００人程度を想定）の一時収容や備蓄支援を考慮した計画と

すること。 

・ 災害時の建物機能の継続のため，災害発生後 72時間程度の機能自立を念頭に，自家

発電設備等の電力自立の計画，給排水の自立性の確保等を考慮した計画とすること。 

(ｲ) 次のいずれかに該当する避難用階段を設置すること。 

① 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３項各号に規定する構造の屋内

階段 （ただし，同条第１項の場合においては，当該階段の構造は，建築物の１階から

３階までの部分に限り，屋内と階段室とは，バルコニー又は付室を通じて連絡すること

とし，かつ，同条第３項第３号，第４号及び第１０号を満たすものとする。） 

② 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 

③ 屋外階段 
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(2) 敷地条件 

  複合建物の敷地条件については，実施事業者並びに国及び呉市において，協議を行うこと。 

なお，呉市は，実施事業者が希望する場合は，Ａゾーンの土地を建物敷地に含めることも念

頭に，協議に応じる。 

 

(3) 電波伝搬障害に関する措置 

実施事業者は，複合建物が，電波法（昭和２５年法律第１３１号）第１０２条の２に規定す

る電波伝搬障害防止区域に支障する場合は，呉市と協力の上，主体的に必要な手続及び協議を

行うものとする。 

 

(4) 配置計画 

ア 各機能が有機的に連携した配置計画とすること。 

イ 周辺地域への日照や音，臭い，眩光，振動等に配慮した配置計画とすること。 

 

(5) 動線計画 

ア 呉駅交通ターミナル，ＪＲ呉駅とのスムーズな移動に配慮した歩行者動線計画とするこ

と。 

イ 歩行者動線と車両動線の適切な分離を行うこと。 

 

(6) 維持管理に配慮した整備 

国所有部分，呉市所有部分と民間施設部分とをそれぞれ区分し，水道，電気，ガス等の管理・

費用負担について，明確に区分できる施設整備とすること。 

 

(7) 防犯・安全性に配慮した設計 

外部から建物への侵入防止や犯罪等の発生を未然に防ぐとともに，諸室（特に子育て支援機

能の相談室等）利用者のプライバシーを確保し，用途，目的，利用状況等に応じたセキュリテ

ィエリアについて，その境界が適切に確保され，建物内の各エリアに応じた防犯性を確保する

こと。 

 

(8) バリアフリー及びユニバーサルデザインへの配慮・サイン計画 

ア 「高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」等を遵守し，高齢者や障害者

のバリアフリーを確保するとともに，ユニバーサルデザインの理念に基づき，誰もがわかり

やすく利用しやすい施設とすること。 

イ サイン計画 

・ 施設の内外に分かりやすいサインを設置すること。 

・ デッキ上のサイン計画と連携しながら，調和のとれたデザインとすること。 

必要に応じ，屋外に周辺市街地を案内するサインを設置すること。 

・ ユニバーサルデザインの観点から，ピクトサインを中心とするとともに，多言語表示や

視覚・聴覚障害者への対応を行うこと。 
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(9) 全体共用部分 

・ 全体共用部分に係る整備費用のうち，市の公益機能（アーバンデザインセンター，子育て

支援機能等）に係る部分は，公益機能の建物区分所有権の買取価格に含むものとする。 

・ 全体共用部分に係る維持管理費用のうち，市の公益機能（アーバンデザインセンター・子

育て支援機能）に係る部分は，合理的に按分した額を市が負担するものとし，事業者と市が

協議して別途定める。 

 

(10)耐震性 

「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」による耐震安全性の分類「多数のものが利用す

る施設」に準じるものとし，耐震安全性の目標を次のとおりとする。 

 【構造体】   Ⅱ類 

【非構造部材】 Ｂ類 

【建築設備】  乙 

     

(11)整備内容の確定に係る協議 

ア 具体的な基本設計・実施設計に当たっては，実施事業者の選定後，国土交通省中国地方整

備局広島国道事務所及び呉市と協議の上，確定すること。 

イ 市との協議に当たっては，実施事業者において整備全体を一元的に管理・統括し，事業者

の意思決定を代表することができる統括責任者を１名置くこと。 

 

 

２ 法令等の遵守 

そのほか実施事業者は，施設整備に当たり，関係法令及びこれに基づく基準等を遵守し，自ら

の費用と負担で，必要な手続を行うものとする。 
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３ 優良建築物等整備事業の活用 

複合建物の整備に当たり，呉市と実施事業者は，次の事項に留意の上，優良建築物等整備事

業の活用について協議を行うことができる。 

(1) 経緯 

 Ｂゾーン・Ｃゾーンの土地を敷地とする旧そごう呉店の既存建物は，法定再開発事業「呉

駅前西地区第一種市街地再開発事業」により整備され，その法定耐用年数は，令和１１年２

月をもって経過する。このことを踏まえ，優良建築物等整備事業の活用に当たり，関係機関

との調整が必要となる。 

【旧補助事業の概要】 

 

 

 

 

(2) 補助事業活用に係る基本的な方向性 

実施事業者が優良建築物等整備事業の活用を希望する場合において，活用実現に向けた検

討の基本的な方向性は，以下のとおりとする。 

・ 優良建築物等整備事業の補助申請者は，実施事業者であることを前提とする。 

・ 呉市と実施事業者は，相互に連携し，信義に従い誠実に，その適用に向けて関係機関と

の協議に当たるものとする。 

  

① 名   称 呉駅前西地区第１種市街地再開発事業 

② 施 行 者 個人施行者 株式会社 広島そごう 

③ 事業期間等  S63.2  事業計画認可 

              H 2.6 事業終了認可 

④ 施 行 面 積 約０．６ha 

名　称 国 県 市

再開発事業　  補助金 5.1億円 2.5億円 2.5億円

緊急促進事業　補助金 2.5億円 0.6億円 0.6億円

小　　計 7.6億円 3.1億円 3.1億円

合　　計

※ 再開発事業補助金  （間接補助）国1/3,県1/6,市1/6

※ 緊急促進事業補助金（直接補助）国5/100,県1.25/100,市1.25/100

総事業費
補　助　金

８１億円

１３．８億円



5 

 

第２ 公益機能に係る要求水準 

公益機能に係る要求水準は次のとおりとし，実施事業者は，選定後，その機能，配置，デザイ

ン及び公益機能の内容の詳細について呉市と協議するものとする。 

 

１ 共通事項 

公益機能の共通事項は次のとおりとする。 

(1) 位置・配置 

 ・ 公益機能に係る２施設は同一フロア上の隣接する配置とし，管理の合理化・施設の共同利

用に対応し，相互に有機的に補完し合える配置とする。 

 ・ ２階デッキから視認性が良く，市民を含め数多くの人がアプローチしやすい位置とする。 

 ・ 階層は，低層階が望ましいが，建物全体の効用の最大化や機能の連動性を踏まえることと

し，具体的な配置は市と協議して定める。 

・ 店舗閉店時にも入退出ができるよう，共用のエレベーター・階段との動線関係を考慮する

こと。 

・ 災害時には，帰宅困難者の臨時的な受け入れが可能な空間設計とすること。 

(2) フレキシビリティ 

・ 多様な活用やレイアウト変更，将来のニーズの変化等に対応できる，可変性と柔軟性を

備えた施設とすること。 

   ・ 設備更新等を考慮し，シンプルで機能的な設備を用いること。 

・ 管路や配置はあらかじめ余裕をみて設計すること。 

(3) デザイン 

 ・ 親しみやすさを備え，各所の機能にふさわしいデザイン性を備えること。  

(4) 更新性・メンテナンス性 

・ 材料・仕上げは，長寿命で耐久性に優れ，かつ，清掃，補修等がしやすいなど，更新

性・メンテナンス性に優れた施設とすること。 

・ 交換が想定される機器・部材については，容易に入手可能なものとすること。 

(5) 照明設備 

・ 各室及び廊下等共用部に照明を整備すること。 

 ・ 各所の機能にふさわしいデザイン性を備えることが望ましい。 

(6) 電気設備 

・ 各所の利用シーンを想定し，必要な電気容量を確保すること。 

・ コンセント設備は，利用シーンに応じた形式・容量・数量を確保し，適切な位置に配置

すること。 

(7) 空調設備 

・ 各部屋に空調・換気を整備すること。 

・ 感染症流行時に飛沫感染などに留意し，十分な換気量を確保する計画とすること。 

・ 部屋単位で細かい制御が可能な空調方式を採用すること。 

・ 窓を設ける場合は，開閉可能な箇所を設ける，窓に併せて外気取入れ口を設ける等によ

り，補助的な換気や中間期のエネルギー節減を可能とすること。 

(8) 窓 

 ・ 外部窓に使用するガラスは，複層ガラスを標準とし，結露防止と断熱性向上による使用エ

ネルギーの低減を図ること。 

・ 出入口など人が触れる箇所は強度の高い材質とするなど，安全性を考慮すること。 

 ・ 窓を設ける場合，遮光のためのカーテン，ブラインド等を備えること。 
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(9) 案内・サイン 

 ・ 必要に応じ，施設案内のためのサイン及びサイン掲示のための金具等の設えを適宜設置

すること。 

(10)木質化 

・ 呉市公共建築物等木材利用推進方針を考慮した計画とし，木材利用の促進に努めるこ

と。 

(11)什器等 

 ・ 施設との調和の観点から密接不可分なものとして特に指定するものを除き，什器等の動

産は，市において別途，調達する。 

(12)整備内容の確定に係る協議 

・ 具体的な基本設計・実施設計に当たっては，事業者選定後，呉市と協議の上，確定する

こと。 

・ 本書において示す要求水準は最低基準であることに留意すること。 

なお，床面積の最低基準については，「２ アーバンデザインセンター」と「３ 子育

て支援機能」の最低基準面積の合計の範囲内において再配分する場合がある。 

・ 市との協議に当たっては，事業者において，統括責任者とは別に，公益機能に係る事業

者の意思決定を代表することができる責任者を１名置くこと。 
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２ アーバンデザインセンター 

呉市において組成予定の公・民・学の連携組織「アーバンデザインセンター」の事務スペー

ス及びオープンスペースを整備するもの。 

 

(1) 整備コンセプト 

中長期的にまちのビジョンを育て，更新し，提案・実践していく「公・民・学」の連携組

織「アーバンデザインセンター」の活動の場を整備するもの。 

公・民・学の連携の場に相応しい内観・設備を備え，市民が立ち寄りやすい施設とするこ

と。 

そのほか詳細は，以下を参照すること。 

ア 呉駅周辺地域総合開発基本計画（令和２年４月） 

・ ビジョン５(P22～) 

・ 別冊ロードマップ(P1・P3) 

イ ＫＵＲＥスマートシティ実行計画（令和３年３月） 

・ 第４章 展開方針(P43～) 

    ウ そのほか全国のアーバンセンターの事例 

(2) 運営形態 

アーバンデザインセンターの組織運営は，概ね次表に掲げる内容を想定しており，検討の参

考とすること。 

また，実施事業者は，選定後，直ちにアーバンデザインセンターに参画するものとし，アー

バンデザインセンターの整備内容について，適宜，その参画団体と意見交換を行うものとす

る。 

名称（仮称） くれアーバンデザインセンター 

運営形態・ 

組織 

・ 現在，アーバンデザインセンターの前身となる組織「ＫＵＲＥスマートシティコンソーシ

アム」を組成し，活動中 

・ 同コンソーシアムの構成員である呉市，広島大学，呉工業高等専門学校等のほか，実施事

業者，スマートシティ関連事業者，国内の学術機関等を加え，連携組織アーバンデザインセ

ンターを組成し,共同運営 

・ 参画団体から必要な人員を派遣 

・ 個別の実証実験，イベント等において，各参画団体が協力 

活動内容 ・ 交通広場２階のデッキを中心とした施設周辺のエリアマネジメント 

・ 呉駅周辺を起点としたスマートモビリティやスマートシティの在り方の提案 

・ 上記に係る社会実験の実施 

財産区分 財産区分は組織の組成時に定めるものとし，次に掲げる財産区分のいずれにも該当し得るが，

特に普通財産として呉市が所管することを念頭に置くものとする。 

・ 地方自治法第 238条第 4項の公用財産 

・ 同項の公共用財産（地方自治法第 244条の公の施設） 

・ 同項の普通財産 
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(3) 諸室及び機能 

アーバンデザインセンターの整備に係る諸室及び機能の最低基準は次表のとおりとする

が，公・民・学の連携拠点・公益フロアの顔として，実施事業者の提案を踏まえ，より創意

工夫を凝らした内容・規模を目指すものとする。 

諸 室 
規 模 

(専有面積) 

利用 

人数 
機能等 

全体 250㎡ 

程度 

48 ・ 特に指定がある場合を除き，原則として，ケーブル類を配線可能なＯ

Ａフロア仕様とすること。ただし，倉庫等，その必要のない部分を除く。 

 エントラン

ス（多目的

オープンス

ペース） 

150㎡ 

程度 

40 ① アーバンデザインセンターのエントランスとして，来訪者が自然と立

ち寄りたくなる，カフェ・ギャラリーをイメージした開放的な空間を整

備すること。ただし，出入り口は，扉等により空間を閉じて施錠可能な

仕様とすること。 

② 以下の利用を想定する多目的空間であること。利用シーンを想定し，

開放感を保ちながら，複数の空間に分割することは可とする。 

・ 取組成果の展示・小イベント・情報発信 

・ 会議・研修・ワークショップ 

・ スタッフ同士の打ち合わせ，来訪者の相談 

・ まちづくり等に関係する図書の閲覧スペース 

③ イベント等開催時でも，来訪者が事務室の受付に到達できる動線に配

慮すること。 

④ 展示に使用するピクチャーレールを備えること。また，レースウェイ

照明など，壁面展示に留意した照明設備に留意すること。 

⑤ 音楽や映像作品の展示に必要な電気容量を備えること。 

  なお，プロジェクター，サイネージ等の映像設備は市において別途調

達するが，施設に相応しいものを提案すること。 

⑥ 音響設備として天井埋め込み型のスピーカー，ワイヤレスアンテナ，

接続盤を設置すること。アンプ，マイクその他の動産は市が調達する。 

⑦ まちづくり等に関係する図書の開架設備を整備すること。 

⑧ 無線ＬＡＮサービス（Ｗｉ-Ｆｉ）が利用できる環境を整備すること。 

⑨ 展示等に使用する備品用の倉庫を備えること。 

 事務室 合計 

100㎡ 

程度 

4～8 

 

① アーバンデザインセンターの管理・運営，自主事業スタッフの執務ス

ペースとして，事務室を整備すること。 

② 執務スペースは，管理運営や自主事業のためのスタッフ（通常４人程

度，最大８人程度）が常駐し，執務できるスペースを確保すること。 

③ 次表の什器スペースを確保し，機能的なレイアウトを提案すること。

なお，次表の什器は呉市が別途調達する。 

什器スペース 広さ，仕様など 

デスクスペース デスク８台分相当 

受付ローカウンター 対応者は着座２名相当 

書類，物品保管スペース キャビネット３台分相当 

コピー・印刷コーナー コピー複合機１台分 

④ 呉市庁内ＬＡＮシステムに接続するため，インターネット接続環境を

整備すること。 

⑤ 多機能電話機を設置・利用できるよう，環境整備すること。 
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 給湯室  4～8 

 

① 手洗いや給茶のほか，スタッフの休憩室，ミーティングルームを兼ね

る給湯室を整備すること。 

② ミニキッチン，吊り戸棚を整備すること。 

③ 冷蔵庫・電子レンジ・ＩＨヒーターの使用を可能とすること。 

④ 備品（冷蔵庫・電子レンジ・食器棚・分別ゴミ置き場）スペースを確

保すること。 

ロッカール

ーム 

 8 ① 男女別の更衣室を整備すること。 

② ロッカー（４人用）×各１台のスペースを確保すること。 

【備考】 

・ 専用トイレは設けず，複合施設共用とする。 

 

(4) アーバンデザインセンターへの参画に係る要求水準 

(2) に記載のとおり，実施事業者は，選定後，直ちにアーバンデザインセンターに参画す

るものとする。 

アーバンデザインセンターは，公・民・学の連携により，呉駅周辺地域を起点としたまち

づくりを推進することを目指しており，総合開発を担う事業者たる実施事業者に，一定の寄

与を求めるものである。 

実施事業者のアーバンデザインセンターへの寄与の内容については，次表の例を参考にす

ること。 

アーバンデザインセンターへの寄与の例 

・ 技術的知見の寄与（スマートシティや交通まちづくりの推進など） 

・ 人的寄与（常駐職員，臨時的な職員の派遣など） 

・ 運営費への寄与（寄付講座への寄付など） 

・ その他研究活動への寄与（実験フィールドの提供など） 
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ひろばでの
預かりなど

新たな機能

会員同士で子育て
家庭の支援を行う
ファミリー・
サポート・センター

子育てに関する
悩みに対して相談や
子育て情報を発信す
る保護者と子どもの

サポート機能

０・１・２歳児の
乳幼児に配慮した

親と子の安全･安心な
子育て交流ひろば

３ 子育て支援機能 

 (1) 整備コンセプト 

呉市すこやか子育て協会に委託し，運営している呉市すこやか子育て支援センター（くれ

くれ・ば）の機能を移転するもの。 

【呉市すこやか子育て支援センター（くれくれ・ば）の現状の機能概要】 

① 地域子育て支援拠点事業 

子育て中の親子の相互交流や子育てに対する不安や悩みを相談，子育て関連情報の

提供等を行っている。 

② 利用者支援事業 

子育て家庭や妊産婦が，教育・保育施設や保健・医療・福祉等の関係機関を円滑に

利用できるように，相談や情報提供，助言等を行っている。 

③ ファミリー・サポート・センター事業 

乳幼児や小学生等の児童を預かり，援助を受けることを希望する者と当該援助を行

うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡・調整を行っている。 

【移転・整備による機能追加の検討】 

④ ひろばでの預かりなど 

ひろばにおいて，乳幼児等の預かりを行うことを検討している。 

（機能概念図） 

①            ④ 
 

 

 

 

 

②           ③ 
 

(2) 運営形態 

呉市すこやか子育て支援センター（くれくれ・ば）の現在の運営内容等は，次表のとおり。

これを基に，実施事業者との協議を踏まえ，呉市において移転後の運営方法を定める。 

名 称 呉市すこやか子育て支援センター（くれくれ・ば） 

設 置 呉市 

財産区分 現行は，民間財産を賃借している。 

なお，機能移転後は，地方自治法第 238条第 4項の普通財産又は同項の公共用財産（地方

自治法第 244条の公の施設）のいずれかに該当し得るが，特に普通財産として呉市が所管す

ることを念頭に置くものとする。 

委託先 呉市すこやか子育て協会（単年度随意契約） 

職員数 現在１０人（想定１４人） 
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(3) 諸室及び機能 

諸 室 
規  模 

(専有面積) 

利用 

人数 
機能等 

全体 約 900㎡ 

程度 

114 ① 次の利用者数を想定する施設を整備すること。 

区分 親子 職員 全体 

定員 ５０組 １４人 １１４人 

② バリアフリーに特に配慮し，内装はできる限り木質化するなど身

体に優しい素材を使用し，壁は抗ウイルス加工することし，内装を

含む全体を不燃化とすること。また，シックハウスに注意するこ

と。 

③ 乳幼児等の歓声が周辺テナントに影響を及ぼさないよう，防音，

遮音仕様にすること。 

④ 多数の乳幼児等の利用を想定する施設であるため，保育，保健衛

生，安全を十分に考慮した配置・構造とすること。 

⑤ 床はクッション性があり，安全性にすぐれていること。 

⑥ 自然採光及び自然通風を積極的に取り入れ，日射の遮蔽や換気に

十分配慮した構造にすること。 

⑦ 照明は，ＬＥＤとすること。 

⑧ 各部屋の空調は独立した操作が可能とすること。 

 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 約 20㎡ 

程度 

30 ① ベビーカート置き場（１５台分程度）を畳まずに置くスペースを確

保すること。 

② コインロッカー（２５台分程度）が設置できるスペースを確保する

こと。 

 プレイルーム 約 180㎡ 

程度 

 ① 安全に配慮した仕様として角を作らない，指詰め防止などに留意し

た仕様とすること。 

② 下駄箱（６０足分程度）が設置できるスペースを確保すること。（保

育室と共用可。） 

③ プレイルーム及び保育室（付属部屋を含む）は靴を脱いで移動する

ことを想定した仕様とすること。 

 ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ 

（ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ部分） 

約 90㎡

程度 

 60

  

① 特に安全等に配慮した仕様とすること。 

② 床はフローリングとすること。 

③ 下階への遮音・振動に留意すること。 

④ 音響設備として天井埋め込み型のスピーカー，ワイヤレスアンテ

ナ，接続盤を設置すること。アンプ，マイクその他の動産は市が調達

する。 

⑤ 映像設備として，（電動式）スクリーン・プロジェクターを設置でき

るようにすること。 

プロジェクター・スクリーンは市が調達する。 

ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ 

（畳部分） 

約 55㎡ 

程度 

 25 ① 特に安全等に配慮した仕様とすること。 

② 床は畳とすること。 

③ 下階への遮音・振動に留意すること。 

ｸｰﾙﾀﾞｳﾝﾙｰﾑ 約 10㎡ 

程度 

6 ・ 乳幼児等をクールダウンさせるための小部屋として整備すること。 
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  倉庫 約 15㎡ 

程度 

5 ・ 容易に備品の搬出入が行えるよう，開口部の大きさ，扉の種類，開

き勝手を考慮すること。 

授乳室 約 10㎡ 

程度 

6 ・ 授乳室は，給湯設備のある流し台を設けること。 

保育室 

（一時預かり） 

約 80㎡ 

程度 

22 想定利用人数 児童１８人（０～５歳児，各３人） 

そのほか大人４人程度 

① 安全に配慮した仕様として角を作らない，指詰め防止などに留意し

た仕様とすること。 

② 下駄箱（３０足分程度）が設置できるスペースを確保すること。（プ

レイルームと共用可） 

③ プレイルーム及び保育室（付属部屋を含む）は靴を脱いで移動する

ことを想定した仕様とすること。 

④ 手洗い場を設置すること。 

⑤ 医務室を兼ねた造りとすること。 

⑥ 本書１ページ第１の１(1)ウ(イ)に定める避難用階段との位置関係

において，保育室が避難上有効な位置であり，かつ，保育室の各部分

から避難用階段に至る歩行距離が３０メートル以下となる配置とす

ること。 

 フローリング部

分 

 

約 35㎡ 

程度 

 ① 特に安全等に配慮した仕様とすること。 

② 床はフローリングとすること。 

③ 下階への遮音・振動に留意すること。 

④ フローリング部分と畳部分を仕切れるようパーテーションを設置

すること。 

畳部分 

 

約 20㎡ 

程度 

 ① 特に安全等に配慮した仕様とすること。 

② 床は畳とすること。 

③ 下階への遮音・振動に留意すること。 

④ フローリング部分と畳部分を仕切れるようパーテーションを設置

すること。 

調理室 約 15㎡ 

程度 

 ① 他の部屋と壁等で区画されていること。 

② 調理台・カウンター・食器棚・扉・床・壁等の材質は消毒可能で，

消毒しやすい構造にすること。 

③ 保育所の設備基準に相当する水準の構造とすること。 

倉庫 約 10㎡ 

程度 

 ・ 容易に備品の搬出入が行えるよう，開口部の大きさ，扉の種類，開

き勝手を考慮すること。 
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 事務室 

 事務室 約 60㎡ 

程度 

14 ① 施設の管理・運営，ファミリーサポートセンター（育児支援事業）

の執務スペースとして，事務室を整備すること。 

② ケーブル類を配線可能なＯＡフロア仕様とすること。 

③ 執務スペースは，スタッフ（最大 14 人程度）が常駐し，執務でき

るスペースを確保するとともに，書類や物品の保管，コピー機や印刷

機のためのスペースを確保すること（それぞれの広さの想定は以下に

よる）。 

区 分 広さ，仕様など 

デスクスペース デスク１４台分相当 

受付ローカウンター 対応者は着座２名相当 

書類，物品保管スペース キャビネット４台分相当 

コピー・印刷コーナー コピー複合機１台分 

④ 呉市庁内ＬＡＮシステムに接続するため，インターネット接続環境

を整備すること。 

⑤ 多機能電話機を設置・利用できるよう，環境整備すること。 

休憩室 約 10㎡ 

程度 

3 ・ 更衣室を含む，職員休憩室を整備すること。 

給湯室 約 10㎡ 

程度 

3 ① 手洗いや給茶のための給湯室を整備すること。 

② ミニキッチン，吊り戸棚を整備すること。 

③ 冷蔵庫・電子レンジ・ＩＨヒーターの使用を可能とすること。 

④ ドラム式洗濯機を設置できるスペースを確保すること。 

⑤ その他備品（冷蔵庫・食器棚・分別ゴミ置き場）スペースを確保す

ること。 

相談室 約 20㎡ 

程度 

4×2

  

① 10㎡程度×2室とし，ブース型は不可とする。 

② 遮音性を考慮すること。 

③ 人目を気にせず入れる動線が確保されていること。 
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 研修室 

 研修室 約 100㎡ 

程度 

 

40 ① 以下の利用を想定する多目的空間であること。 

・ 会議，研修，ワークショップ，小イベント等 

② 音響設備として天井埋め込み型のスピーカー，ワイヤレスア

ンテナ，接続盤を設置すること。アンプ，マイクその他の動産

は市が調達する。 

③ プロジェクター・スクリーンを設置できるようにすること。 

プロジェクター・スクリーンは市が調達する。 

 トイレ 約 50㎡ 

程度 

 

 ① 大人用トイレは温水洗浄便座とすること。 

② 衛生的で使いやすい器具とすること。 

③ 飛沫が少なく周辺の汚れが防止できる器具とすること。 

④ 衛生陶器は，汚れが付きにくく，落としやすいよう表面処理

をしたものとし，かつ，清掃が簡易に行えること。 

⑤ 節水を配慮すること。 

⑥ 洗面器・手洗器は自動水栓とすること。 

 男子トイレ 約 50㎡ 

程度 

 

6 ① 小 3程度，個室 3程度とすること。 

② ベビーチェアを併設すること。 

③ 親子が対面でトイレ練習を行うことを想定し，余裕のある間

取りとすること。 

④ オムツ交換台を設置すること。 

女子トイレ 6 ① 個室 6程度とすること。 

② ベビーチェアを併設すること。 

③ 親子が対面でトイレ練習を行うことを想定し，余裕のある間

取りとすること。 

④ オムツ交換台を設置すること。 

児童用トイレ 6 

(大人 4) 

① 幼児用小便器２台，幼児用大便器４台（１～2 歳用 2，3～5

歳用 2）とすること。 

② 洗落し汚物流し，手洗い場を併設すること。 

③ 仕切りが低く，大人が見守りながら利用できる個室とするこ

と。 

④ プレイルーム及び保育室から近い場所に設置すること。 

⑤ 扉は指を挟まない安全性のある曲線利用とすること。 

バリアフリー 

トイレ 

1 洋式便座とし，幼児用便器，オストメイト，オムツ交換台，ベ

ビーチェア，チェンジングボードを併設すること。 

飲食スペース 約 10㎡ 

程度 

3 ・ 児童等の安全に配慮した仕様にすること。 

 屋内型あそび広場

等 

約 300㎡ 

程度 

 ・ 以下の例を参考に，子どもたちが遊べる屋内型遊び場（イン

ドアプレーグラウンド）を提案・整備すること。 

（例）・ みよし森のポッケ（広島県三次市） 

・ あかしこども広場（兵庫県明石市） 

・ おしろらんど  （山梨県甲府市） 

 共用部（廊下等） 約 70㎡ 

程度 

 ・ 諸室間の効率的動線に配慮して，子育て支援機能の共用部（廊

下等）を整備すること。 
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４ 追加機能の提案について 

(1) 実施事業者は，前項に掲げる諸室及び機能の最低基準に加え，公益機能に係る追加機能（以

下単に「追加機能」という。）を提案することができる。 

(2) 追加機能は，産業，観光，文化など呉市のまちづくりに必要な機能を幅広く捉え，かつ，費

用対効果を踏まえたものとする。 

(3) 民間機能の規模を超える過度な整備は想定しないものとし，公益機能全体で，最大でおおむ

ね 2,000㎡程度（専有面積）までとする。 

(4) 提案された追加機能の導入の可否については，実施事業者と呉市が協議の上，呉市が決定す

る。 

(5) 追加機能（呉市が機能を追加することを決定した部分に限る。）に係る範囲の区分所有建物

は，呉市が取得することを原則とする。その対価は，呉市において不動産鑑定評価を徴し，予

算及び正常価格の範囲内で定める。  

 

 

５ 機能連携イメージ図 

呉市においては，２つの公益施設（アーバンデザインセンター・子育て支援機能）のタイムシ 

ェアリング（時間を分けての利用）や管理の合理化等の連携によって，施設相互の機能向上と管

理合理化を目指している。 

提案に当たっての参考として，「アーバンデザインセンター」と「くれくれ・ば」の機能連

携イメージ図を示す。 

なお，この図は，提案及び実際の施設配置を具体的に拘束するものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワークスペース 

ラウンジ 

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ 

事務室 研 修

プレイルーム 

授乳室 

バギー置き場等 

相
談
室 

共用： 
主：子育て支援 

主：U D C 

U D C 

子育て支援センター 

入口 

入口 

トイレ※ 

※ 児童用トイレは子育てプレイルームから容易にアクセスできる位置とすること。 



国 呉市 民間

４Ｆ 1,600 ㎡ （除外）

３Ｆ 2,000 ㎡

２Ｆ 1,000 ㎡ 1,000 ㎡

１Ｆ (全てﾀｰﾐﾅﾙ)

階層別

地価

効用比率

所有区分別 専有床面積

階層

 階層別に

 地価の

 効用比率

 を設定※

ＧＬ

【西側土地】
無償譲渡対象

【東側土地】
有償譲渡対象

平面図

立面図

民間 民間 国

民間

民間

国

市

民間

Cゾーン Bゾーン

１ 民間開発事業者に対する譲渡の対象となる市有財産（旧そごう呉店の土地及び建物）の取扱い上の区分等

資料９Ｂゾーン土地の最低制限価格の考え方 及び 公益機能の買取見込価格の考え方

約２，０００㎡ 約２，８００㎡約８００㎡

約２，０００㎡ 約３，６００㎡

・ そごう呉店跡地に係る開発ゾーンは，整備後において国・呉市の権利が介在しない範囲（Ｃゾーン）に着目し，募集要項４ペー
ジのとおりＢゾーン及びＣゾーンに区分していますが，市有財産の有償譲渡・無償譲渡に係る取扱い上は，左図のとおり，Ｌ字型
の土地形状を長方形で２分割する「西側土地」と「東側土地」に区分します。（詳細は資料７を参照）

・ 西側土地は，既存建物（旧そごう呉店建物）を民間主体で解体することを条件に，無償で譲渡します。
西側土地のうち，Ｃゾーン（約2,000㎡）については無償全部譲渡，Ｂゾーン（約800㎡）については，無償持分譲渡となります。
なお，これら無償譲渡の対象となる部分の土地価格は，既存建物の解体撤去費（地下杭撤去費を除く。）を上回ります（不動産鑑定士

の意見書による。）
※ 既存建物の地下構造物の撤去については，Ｃゾーン等を取得する事業者における後継事業の責任範囲とします。

「既存地下工作物の取扱いに関するガイドライン」(2020年2月 日本建設業連合会)を参考に適切に処理してください。

・ Ｂゾーンの土地は，有償譲渡とします。
事業実施段階において，民間整備計画が確定した時点で，民間が所有することとなる建物区分所有権の敷地権に相当する土地共

有持分について，譲渡契約を締結します。

・ 西側土地のうちＢゾーン（約800㎡）については，マンション居住者用の賃貸駐車場等として活用される場合等も想定されること
から，最低制限価格の算定上は，当該部分を算定対象から除外し，商業開発用地としての適性が客観的に高いと認められる東側土地
のみを算定対象としています。
東側土地に，商業，業務等機能3,000㎡を導入する機能導入モデルを設定し，当該モデルにおいて，民間が所有することとなる建

物区分所有権の敷地権に相当する土地共有持分の正常価格を，最低制限価格としています。

【留意事項】
本資料における面積及び形状等は，プロポーザル実施上の概数及びイメージであり，最終的な整備内容を確定するものではありません。
最終的な整備内容は，事業実施段階において，民間整備の内容を踏まえ，国，呉市及び実施事業者で協議を行った上で決定します。
土地の分・合筆，契約の分割等については，最終的な整備内容を踏まえ，呉市及び実施事業者で協議を行った上で決定します。

【概 略】

２ Ｂゾーン土地の最低制限価格の考え方

最低制限価格の算定対象

最低制限価格の算定方法及び算定上の機能導入モデルの概略は，次のとおりです。

【東側土地】
有償譲渡対象

約２，８００㎡

東側土地の正常価格

１，１９５，６００，０００円

機能導入モデルにおける民間持分割合

３６．５３％

市 16.06%

民間 36.53%

国 47.41%

【モデル設定条件（概要）】
・ 商業，業務等機能の専有面積は3,000㎡とし，東側土地の２階・３階に配置するモデルとした。

なお，４階以上にも商業，業務等機能が導入される余地があるが，最低制限価格の算定上は除外した。
・ 公益機能（呉市所有床）は４階に配置するモデルとした。
・ 公益機能の専有面積の最低規模は1,150㎡と想定しているが（資料８公益機能等の概略要求水準による），本プロポーザルで
公益機能に係る提案の上限床面積を2,000㎡としていることを踏まえ，中庸値の1,600㎡とした。
・ バスターミナルは２階の1,000㎡（待合機能）及び１階の全部とした。
・ なお，建築面積は，建ぺい率（基準建ぺい率80%，耐火建築物よる加算10%，角地による加算10%）を踏まえ，2,600㎡～
2700㎡程度と想定し，上記専有面積を設定した。

・ 東側土地の正常価格（更地価格）を算出

・ この最低制限価格算出に際しての土地
価格の算出，持分割合の算出，階層別効
用比率の設定等については，不動産鑑定
士による価格調査に基づくものです。

・ なお，財産譲渡契約の締結に際しては，
別途，契約締結時点で有効な不動産鑑定
評価を徴し，当該鑑定評価に基づき，地
方自治法に規定する減額譲渡に該当する
か否かの判断を行います。
（譲渡価格は提案価格によるものとし，
変動しません。）

最低制限価格

４３６，０００，０００円

（100万円未満を切捨て）

× ≒

（整備後
イメージ）

３ 公益機能の買取見込価格の考え方

・ 公益機能の建物区分所有権は，呉市が示す要求水準書に基づき，実施事業者が整備し，呉市が財産購入します。
（その敷地権に相当する土地については，呉市が保有し続けるため，財産購入価格に土地価格は含まれません。）
当該財産購入価格は，呉駅交通ターミナル部分を含む複合建物全体の整備内容，階層，位置等により左右されるため，整備内容の確定後．呉市において契約締結時

点で有効な不動産鑑定評価を徴し，当該鑑定評価に基づいた価格とします。
・ そのため，現時点でこれを精密に算定することは，市においても応募者においても困難ですが，不動産鑑定士の価格調査に基づき，複合建物において想定される
参考単価（以下「市参考単価」という。）を以下に示します。

・ 募集要項２０ページ「提案項目④公益機能の導入について」に係る提案に当たっては，市参考単価を引用・比較しながら，整備単価の考え方や開差がある場合
にはその理由等について記述し，応募者において想定する，呉市による公益機能の買取見込価格（総額）を任意の箇所に記載してください。
市参考単価以内である必要はありませんが，一般的な市場価格を大きく上回るものと判断される場合は，減点を考慮するものとします。

機能導入モデル（階層別・所有区分別 専有床面積表）

下記モデルを基に効用積数を算定し，各所有者の持分割合を算出

各所有者の持分割合

国 市民間

【市参考単価】 専有面積当たり ３５９，０００円／㎡ ～ ４３９，０００円／㎡ （税込）

・ 建物の敷地権に相当する土地価格は含めていない。
・ 建物共用部分，諸経費等に係る費用を含む。（市参考単価に公益機能の専有面積を乗じると買取見込価格が算出される。）
・ 通常内装，電気，給排水等を含むいわゆるＡ工事，Ｂ工事，Ｃ工事までを想定する。ただし，動産及びこれに類する部分は除く。
・ 類似・同種建物の工事価格，その分布等を踏まえ，想定される工事価格の中庸値を求めた。
・ その上で，現時点では建物の構造・仕様につき選択の余地が大きいため，中庸値を中心に，価格幅を設定した。


